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規

則

■群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
号

群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
群
馬
県
規

則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
」
を
「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
、
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
日

本
工
業
規
格
」
に
改
め
、
「
方
法
」
の
下
に
「
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一

二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定
め
る
方
法
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
有
機
燐
の
項
中
「
三
十
一
・
一
」
を
「
Ｋ
〇
一
〇
二
の
三
十
一
・
一
」
に
改
め
、
同
表

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を

「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
、
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業

規
格
」
に
改
め
、
「
方
法
」
の
下
に
「
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の

五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定
め
る
方
法
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「

1
,
2

」
を

シ
ス
－

－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

「1
,
2

」
に
改
め
る
。

－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
っ
た
群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
第
十
条
第
四
項
の
土
壌
検
査
、
同
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
特
定
事
業
区
域
内
土
壌
検

査
及
び
同
規
則
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の

水
質
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第４７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３１年３月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 高崎神流秩父 高崎市寺尾町字片羽４６番の１地先か 前 ８．５～３７．９ ６４２．６
線 ら同市同字長坂下１２３０番の３地先 ２３．４～３９．４ ８９７．９

まで
後 ２３．４～３９．４ ８９７．９

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３１年３月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３１年２月２１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ＢａｌｌｅｔＮｏａｈ

３ 代表者の氏名 真下淑惠

４ 主たる事務所の所在地 高崎市上中居町５６３番地２

５ 定款に記載された目的 この法人は、バレエ等ダンス全般に関する活動を行い、国際交流の推進及び芸術等の

振興を図り、青少年の情操教育の健全な育成に寄与する事を目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により県営境小此木土地改良事業の換地処

分を平成３１年２月２０日に行ったので、同条第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定により公告す

る。

平成３１年３月５日

群馬県知事 大 澤 正 明
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